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情報公開条例（平成 11年宮城県条例第 10号） 【抜粋】 
 

 

(定義 ) 

第二条  この条例において「実施機関」とは、知事、公営企業管理者、教育

委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部

長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委

員会、県が設立した地方独立行政法人 (地方独立行政法人法 (平成十五年法

律第百十八号 )第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ。)並びに宮城県住宅供給公社、宮城県道路公社及び宮城県土地開発公社

(以下「公社」という。 )をいう。  

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員 (県が設立した地方

独立行政法人及び公社にあっては、役員を含む。以下この項において同じ。)

が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム (こ

れらを撮影したマイクロフィルムを含む。次項において同じ。)並びに電磁

的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をいう。次項において同じ。)であって、当該

実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有してい

るものをいう。  

3 この条例において「行政文書の開示」とは、文書、図画又は写真を閲覧又

は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録をその種別、情報

化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開すること

をいう。  

 

(会議の公開 ) 

第十九条  実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議

(法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は、

公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議の構成員

の三分の二以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くことができ

る。  

一  非開示情報が含まれる事項について調停、審査、審議、調査等を行う会

議を開催する場合  

二  会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生

ずると認められる場合  

javascript:void%20fnInyLink(113099,'10aa512704241228h.html','J2_K1')
javascript:void%20fnInyLink(113099,'10aa512704241228h.html','J2_K1')

